
○
通
商
産
業
省
令
第
四
四
一
号

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
十
一
条
第
三
号
、
第
十
六

条
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条
、
第
七
十
四
条
並
び
に
附
則
第
六
条
並
び
に
弁
理
士
法
施
行
令
（

平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
第
五
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た

め
、
弁
理
士
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

平
成
十
二
年
十
二
月

日

通
商
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

弁
理
士
法
施
行
規
則

目
次第

一
章

仲
裁
機
関
の
指
定
（
第
一
条
）

第
二
章

弁
理
士
試
験
（
第
二
条

第
十
条
）

－

第
三
章

登
録
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
四
章

業
務
の
制
限
の
解
除
（
第
十
三
条

第
十
六
条
）

－



附
則

第
一
章

仲
裁
機
関
の
指
定

（
仲
裁
機
関
の
指
定
）

第
一
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
務
大
臣
の
意
見
を
聴
い
て
、
弁
理
士
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

弁
理
士
試
験

（
筆
記
試
験
の
科
目
）

第
二
条

法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
科
目
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

著
作
権
法

二

不
正
競
争
防
止
法

第
三
条

法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
科
目
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
科
目



と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
試
験
の
出
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
共
通
問
題

及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
選
択
問
題
の
う
ち
受
験
者
が
選
択
す
る
い
ず
れ
か
一
の
も
の
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

科

目

共

通

問

題

選

択

問

題

一

地
球
工
学

基
礎
構
造
力
学

建
築
構
造

土
質
工
学

環
境
工
学

二

機
械
工
学

基
礎
材
料
力
学

流
体
力
学

熱
力
学

制
御
工
学

三

物
理
工
学

物
理
学

制
御
工
学

計
測
工
学

光
学

電
子
デ
バ
イ
ス
工
学



電
磁
気
学

回
路
理
論

エ
ネ
ル
ギ
ー
工
学

通
信
工
学

四

情
報
通
信
工
学

情
報
理
論

通
信
工
学

計
算
機
工
学

情
報
工
学

五

応
用
化
学

化
学

有
機
化
学

無
機
化
学

材
料
工
学

薬
学

環
境
化
学

生
物
化
学



六

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

生
物
学

薬
学

環
境
化
学

生
物
化
学

生
命
工
学

資
源
生
物
学

七

弁
理
士
の
業
務
に
関
す
る
法
律

民
法

民
事
訴
訟
法

著
作
権
法

不
正
競
争
防
止
法
及
び
私
的
独
占
の
禁
止
及

び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律

行
政
法

国
際
私
法

（
試
験
の
免
除
）

第
四
条

法
第
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ



当
該
各
号
に
定
め
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
試
験
を
免
除
す
る
。

一

前
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
選
択
問
題
に
関
す
る
分
野
の
研
究
に
よ
り
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
修
士
又
は
博
士
の
学
位
を
有
す
る
者

当
該
選
択
問
題
に
対
応
す
る
前

条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目

二

技
術
士
で
あ
っ
て
、
前
条
の
表
の
上
欄
の
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
科
目
に
つ
い
て
弁
理
士
試

験
に
合
格
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
識
を
有
す
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
者

当
該
科
目

三

一
級
建
築
士

前
条
の
表
の
上
欄
の
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目

四

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状

又
は
第
二
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

前
条
の
表
の
上
欄
の
第
三
号
に
掲
げ
る
科
目

五

情
報
処
理
技
術
者
試
験
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
九
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
処

理
技
術
者
試
験
合
格
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
前
条
の
表
の
上
欄
の
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て

弁
理
士
試
験
の
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
識
を
有
す
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
者

当
該
科
目

六

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
主
任
技
術
者



資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

前
条
の
表
の
上
欄
の
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目

七

薬
剤
師

前
条
の
表
の
上
欄
の
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
科
目

八

前
条
の
表
の
上
欄
の
第
七
号
に
掲
げ
る
科
目
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
選
択
問
題
に
つ
い
て
司

法
試
験
第
二
次
試
験
を
受
け
当
該
試
験
に
合
格
し
た
者

前
条
の
表
の
上
欄
の
第
七
号
に
掲
げ
る
科
目

九

司
法
書
士

前
条
の
表
の
上
欄
の
第
七
号
に
掲
げ
る
科
目

十

行
政
書
士

前
条
の
表
の
上
欄
の
第
七
号
に
掲
げ
る
科
目

（
試
験
の
日
時
等
の
公
告
）

第
五
条

試
験
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
受
験
願
書
の
受
付
期
間
は
、
工
業
所
有
権
審
議
会
が
決
定
し
、
あ
ら
か
じ
め
官
報
で

公
告
す
る
。

（
受
験
願
書
等
）

第
六
条

弁
理
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
工
業
所
有
権
審
議
会
の
定
め
る
様
式
の
受
験
願
書
に
写
真
を
添
付
し
、
当

該
願
書
の
受
付
期
間
内
に
、
工
業
所
有
権
審
議
会
会
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

受
験
願
書
に
は
、
筆
記
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
地
及
び
法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
選
択
す
る
科
目



を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
、
同
条
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て

は
、
当
該
書
面
の
添
付
は
必
要
と
し
な
い
。

（
受
験
手
数
料
）

第
七
条

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
験
手
数
料
は
、
受
験
願
書
に
、
特
許
印
紙
を
は
っ
て
、
こ
れ
を
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
受
験
願
書
等
の
返
還
）

第
八
条

受
験
願
書
並
び
に
こ
れ
に
添
付
し
た
写
真
及
び
書
面
は
返
還
し
な
い
。

（
合
格
者
の
公
告
）

第
九
条

工
業
所
有
権
審
議
会
会
長
は
、
弁
理
士
試
験
に
合
格
し
た
者
に
、
当
該
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
を
授

与
す
る
ほ
か
、
そ
の
者
の
氏
名
を
官
報
で
公
告
す
る
。

（
雑
則
）



第
十
条

こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
弁
理
士
試
験
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
工
業
所
有
権
審
議
会
会
長
が
工
業
所
有

権
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

第
三
章

登
録

（
弁
理
士
登
録
簿
）

第
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

住
所

二

事
務
所
の
名
称

三

資
格
取
得
の
事
由

四

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

２

日
本
弁
理
士
会
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
理
士
登
録
簿
を
日
本
弁
理
士
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
を
も
っ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
十
二
条

登
録
申
請
書
は
、
日
本
弁
理
士
会
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
。



２

法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

３

登
録
申
請
書
に
は
、
弁
理
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
写
真

二

申
請
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る
書
類

三

申
請
者
が
成
年
被
後
見
人
（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
一

項
に
お
い
て
成
年
被
後
見
人
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
、
被
保
佐
人
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
被
保
佐
人
と
み
な
さ

れ
る
者
を
含
む
。
）
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
附
則
第
三
条
に
お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
及
び
破
産
者
で
復

権
を
得
な
い
も
の
で
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書

四

申
請
者
が
法
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

第
四
章

業
務
の
制
限
の
解
除



（
登
録
又
は
登
録
の
抹
消
若
し
く
は
回
復
の
申
請
）

第
十
三
条

弁
理
士
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
九
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
若
し
く
は
商
標
権
又
は
こ
れ
ら
の
権
利
に
つ
い
て
の
質
権
に
関
す
る
登
録
又
は
登
録

の
抹
消
若
し
く
は
回
復
の
申
請

二

特
許
権
、
実
用
新
案
権
若
し
く
は
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
若
し
く
は
特
許
権
、
実
用
新
案
権
若
し
く
は
意
匠

権
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
又
は
こ
れ
ら
の
権
利
に
つ
い
て
の
質
権
に
関
す
る
登
録
又

は
登
録
の
抹
消
若
し
く
は
回
復
の
申
請

三

商
標
権
に
つ
い
て
の
専
用
使
用
権
若
し
く
は
商
標
権
若
し
く
は
専
用
使
用
権
に
つ
い
て
の
通
常
使
用
権
又
は
こ
れ
ら
の

権
利
に
つ
い
て
の
質
権
に
関
す
る
登
録
又
は
登
録
の
抹
消
若
し
く
は
回
復
の
申
請

四

特
許
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
三
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
（
実
用
新
案
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
四

十
号
）
第
七
条
、
意
匠
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
七
条
及
び
商
標
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令

第
四
十
二
号
）
第
十
条
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出



（
特
許
証
等
の
再
交
付
の
請
求
）

第
十
四
条

令
第
五
条
第
十
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、
特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産

業
省
令
第
十
号
）
第
六
十
七
条
（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
十

三
項
、
意
匠
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
二
号
）
第
十
九
条
第
七
項
及
び
商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和

三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
九
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
請
求

と
す
る
。

（
学
術
団
体
又
は
博
覧
会
の
指
定
の
申
請
）

第
十
五
条

令
第
五
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、
特
許
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
（
実

用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
（

実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
商
標
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
と
す
る
。

（
ぶ
ど
う
酒
又
は
蒸
留
酒
の
産
地
の
指
定
の
申
請
）

第
十
六
条

令
第
五
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、
商
標
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
の
規
定



に
よ
る
申
請
書
の
提
出
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
章
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
弁
理
士
試
験
規
則
等
の
廃
止
及
び
経
過
措
置
）

第
二
条

弁
理
士
試
験
規
則
（
昭
和
十
三
年
商
工
省
令
第
二
十
七
号
。
以
下
「
旧
試
験
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
弁
理
士
法
第

二
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
は
、

廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
旧
試
験
規
則
の
規
定
（
第
一
条
第
二
項
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
試
験
規
則
第
一
条
第
一
項
中
「
弁
理
士
試
験
ヲ
受

ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
予
備
試
験
及
本
試
験
ニ
付
各
別
ニ
」
と
あ
る
の
は
、
「
弁
理
士
試
験
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
」
と
、
旧
試

験
規
則
第
二
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
本
試
験
」
と
あ
る
の
は
、
「
弁
理
士
試
験
」
と
す
る
。

（
弁
理
士
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
）



第
三
条

法
附
則
第
六
条
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
改
正
前
の
弁
理
士
法
（
大
正
十
年
法
律
第
百
号
。
以

下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
旧
法
第
六
条
第
二
項
又
は
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

２

法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
日
本
弁
理
士
会
が
行
う
研
修
の
科
目
は
、
著
作
権
法
、
不
正
競
争
防
止
法
そ
の
他
の
法
第

四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項
と
す
る
。

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
日
本
弁
理
士
会
が
行
う
研

修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
附
則
第
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者

法
施
行
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日

二

法
附
則
第
六
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者

法
施
行
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

４

日
本
弁
理
士
会
は
、
法
施
行
後
遅
滞
な
く
、
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
会
が
行
う
研
修
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、

経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


